
◎
予
算
委
員
会

回
　
数

年
月
　
日

　
　
（
曜
日
）

議
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

1

平
成
5
年
1
0
月
１
日

（
金
）

理
事
の
補
欠
選
任
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。

細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
羽
田
外
務
大
臣
及
び
藤
井
大
蔵
大
臣
か
ら
米
国
訪
問
に
関
し
各
々
報
告
を
聴
い
た
。

2

平
成
５
年
1
0
月
７
日

（
木
）

予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
山
花
国
務
大
臣
、
上
原
国
務
大
臣
、
伊
藤
運
輸

大
臣
、
五
十
嵐
建
設
大
臣
、
久
保
田
経
済
企
画
庁
長
官
、
佐
藤
国
務
大
臣
、
武
村
内
閣
官
房
長
官
、
石
田
総
務
庁

長
官
、
羽
田
外
務
大
臣
、
大
内
厚
生
大
臣
、
藤
井
大
蔵
大
臣
、
神
崎
郵
政
大
臣
、
坂
口
労
働
大
臣
、
中
西
防
衛
庁

長
官
、
畑
農
林
水
産
大
臣
、
赤
松
文
部
大
臣
、
三
ケ
月
法
務
大
臣
、
小
粥
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
政
府
委

員
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。

３

平
成
５
年
1
0
月
８
日

（
金
）

予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
武
村
内
閣
官
房
長
官
、
中
西
防
衛
庁
長
官
、
山

花
国
務
大
臣
、
藤
井
大
蔵
大
臣
、
五
十
嵐
建
設
大
臣
、
大
内
厚
生
大
臣
、
坂
口
労
働
大
臣
、
羽
田
外
務
大
臣
、
広

中
環
境
庁
長
官
、
畑
農
林
水
産
大
臣
、
石
田
総
務
庁
長
官
、
上
原
国
務
大
臣
、
伊
藤
運
輸
大
臣
、
久
保
田
経
済
企

画
庁
長
官
、
佐
藤
国
務
大
臣
、
神
崎
郵
政
大
臣
、
赤
松
文
部
大
臣
及
び
政
府
委
員
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。

４

平
成
５
年
1
0
月
1
2
日

（
火
）

予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
五
十
嵐
建
設
大
臣
、
上
原
国
務
大
臣
、
武
村
内

閣
官
房
長
官
、
羽
田
外
務
大
臣
、
山
花
国
務
大
臣
、
江
田
科
学
技
術
庁
長
官
、
藤
井
大
蔵
大
臣
、
伊
藤
運
輸
大

臣
、
大
内
厚
生
大
臣
、
石
田
総
務
庁
長
官
、
赤
松
文
部
大
臣
及
び
政
府
委
員
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。



５

平
成
５
年
1
2
月
９
日

（
木
）

参
考
人
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
一
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
二
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
三
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

右
三
案
に
つ
い
て
藤
井
大
蔵
大
臣
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
い
た
後
、
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
武
村
内
閣
官
房
長

官
、
山
花
国
務
大
臣
、
羽
田
外
務
大
臣
、
石
田
総
務
庁
長
官
、
大
内
厚
生
大
臣
、
江
田
科
学
技
術
庁
長
官
、
畑

農
林
水
産
大
臣
、
藤
井
大
蔵
大
臣
、
佐
藤
自
治
大
臣
、
赤
松
文
部
大
臣
、
久
保
田
経
済
企
画
庁
長
官
、
熊
谷
通

商
産
業
大
臣
、
坂
口
労
働
大
臣
、
神
崎
郵
政
大
臣
、
五
十
嵐
建
設
大
臣
、
上
原
国
土
庁
長
官
、
伊
藤
運
輸
大

臣
、
政
府
委
員
及
び
参
考
人
日
本
銀
行
総
裁
三
重
野
康
君
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。

６

平
成
５
年
1
2
月
1
0
日

（
金
）

参
考
人
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
一
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
特
別
会
計
禰
正
予
算
。
（
特
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
二
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
三
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

右
三
案
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
羽
田
外
務
大
臣
、
畑
農
林
水
産
大
臣
、
大
内
厚
生
大
臣
、
藤
井
大
蔵

大
臣
、
久
保
田
経
済
企
画
庁
長
官
、
佐
藤
自
治
大
臣
、
熊
谷
通
商
産
業
大
臣
、
坂
口
労
働
大
臣
、
五
十
嵐
建
設

大
臣
、
神
崎
郵
政
大
臣
、
山
花
国
務
大
臣
、
赤
松
文
部
大
臣
、
小
粥
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
、
政
府
委
員
、

最
高
裁
判
所
当
局
及
び
参
考
人
日
本
銀
行
総
裁
三
重
野
康
君
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。

７

平
成
５
年
1
2
月
1
3
日

（
月
）

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
一
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
二
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
三
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）



右
三
案
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
畑
農
林
水
産
大
臣
、
山
花
国
務
大
臣
、
石
田
総
務
庁
長
官
、
大
内
厚

生
大
臣
、
上
原
国
務
大
臣
、
熊
谷
通
商
産
業
大
臣
、
三
ケ
月
法
務
大
臣
、
羽
田
外
務
大
臣
、
佐
藤
自
治
大
臣
、

伊
藤
運
輸
大
臣
、
愛
知
防
衛
庁
長
官
、
坂
口
労
働
大
臣
、
広
中
環
境
庁
長
官
、
五
十
嵐
建
設
大
臣
、
藤
井
大
蔵

大
臣
、
久
保
田
経
済
企
画
庁
長
官
、
武
村
内
閣
官
房
長
官
、
赤
松
文
部
大
臣
、
小
粥
公
正
取
引
委
員
会
委
員

長
及
び
政
府
委
員
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８

平
成
５
年
1
2
月
1
4
日

（
火
）

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
一
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
三
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

右
三
案
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
山
花
国
務
大
臣
、
藤
井
大
蔵
大
臣
、
熊
谷
通
商
産
業
大
臣
、
三
ケ

月
法
務
大
臣
、
大
内
厚
生
大
臣
、
佐
藤
自
治
大
臣
、
武
村
内
閣
官
房
長
官
、
坂
口
労
働
大
臣
、
石
田
総
務
庁
長

官
、
神
崎
郵
政
大
臣
、
赤
松
文
部
大
臣
、
畑
農
林
水
産
大
臣
、
羽
田
外
務
大
臣
、
江
田
科
学
技
術
庁
長
官
及
び

政
府
委
員
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。

9

平
成
５
年
1
2
月
1
5
日

（
水
）

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
一
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

平
成
五
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
二
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）
　

平
成
五
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
２
号
）
　
（
閣
予
第
三
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

右
三
案
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
藤
井
大
蔵
大
臣
、
武
村
内
閣
官
房
長
官
、
久
保
田
経
済
企
画
庁
長

官
、
石
田
総
務
庁
長
官
、
羽
田
外
務
大
臣
、
江
田
科
学
技
術
庁
長
官
、
広
中
環
境
庁
長
官
、
熊
谷
通
商
産
業
大

臣
、
五
十
嵐
建
設
大
臣
、
上
原
国
土
庁
長
官
、
佐
藤
自
治
大
臣
、
三
ケ
月
法
務
大
臣
、
伊
藤
運
輸
大
臣
、
畑
農

林
水
産
大
臣
、
愛
知
防
衛
庁
長
官
、
神
崎
郵
政
大
臣
、
山
花
国
務
大
臣
、
大
内
厚
生
大
臣
、
坂
口
労
働
大
臣
、

小
粥
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
、
政
府
委
員
及
び
会
計
検
査
院
当
局
に
対
し
質
疑
を
行
い
、
討
論
の
後
、
い
ず

れ
も
可
決
し
た
。



予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
調
査
の
継
続
調
査
要
求
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

閉
会
中
に
お
け
る
委
員
派
遣
に
つ
い
て
は
委
員
長
に
一
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

閣
予
第
一
号
、
閣
予
第
二
号
及
び
閣
予
第
三
号

　
賛
成
会
派
　
社
、
公
、
連
新
、
民
、
二
院
　
　
反
対
会
派
　
自
、
共

　
欠
席
会
派
　
　
な
　
し



○
予
算
（
三
件
）

番号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出
月
日

参
　
　
議
　
　
院

衆
　
　
議
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

　

本
会
議

議
決

　

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

五
、

　
一
一
、
三
〇

五
、

一
一
、
三
〇

　
　
　
（
子
）

五
、

一
二
、
一
五

可
　
　
決

五
、

一
二
、
一
五

可
　
決

五
、

一
一
、
三
〇

五
、

一
二
、
　
八

可
　
　
決

五
、

一
二
、
　
八

可
　
決

２

平
成
五
年
度
特
別
会
計
補
正

予
算
（
特
第
２
号
）

一
一
、
三
〇

一
一
、
三
〇

　
　
（
予
）

一
二
、
一
五

可
　
　
決

一
二
、
一
五

可
　
決

一
一
、
三
〇

一
二
、
八

可
　
　
決

一
二
、
　
八

可
　
　
決

３

平
成
五
年
度
政
府
関
係
機
関

補
正
予
算
（
機
第
２
号
）

一
一
、
三
〇

一
一
、
三
〇

　
　
（
予
）

一
二
、
一
五

可
　
決

一
二
、
一
五

可
　
　
決

一
一
、
三
〇

一
二
、
八

可
　
決

一
二
、
　
八

可
　
決



　
平
成
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
（
閣
予
第
一
号
）

　
平
成
五
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
２
号
）
（
閣
予
第
二
号
）

　
平
成
五
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
２
号
）
（
閣
予
第
三
号
）

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
平
成
五
年
度
補
正
予
算
（
第
２
号
）
三
案

の
予
算
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

　
本
補
正
予
算
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
藤
井
大
蔵
大
臣
の
財
政
演

説
で
聴
取
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
省
略
致
し
ま
す
。

　
補
正
予
算
は
去
る
十
一
月
三
十
日
、
国
会
に
提
出
さ
れ
、
本
予
算
委
員
会

で
は
、
衆
議
院
か
ら
の
送
付
を
待
っ
て
、
十
二
月
九
日
、
大
蔵
大
臣
か
ら
趣

旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
本
日
ま
で
質
疑
を
行
い
、
こ
の
間
、
十
三
日
に

は
、
コ
メ
問
題
及
び
ゼ
ネ
コ
ン
問
題
等
に
関
す
る
集
中
的
審
議
を
行
う
な

ど
、
終
始
濃
密
な
審
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

質
疑
の
う
ち
、
補
正
予
算
並
び
に
景
気
に
関
し
、
「
景
気
が
き
わ
め
て
深

刻
な
中
で
、
補
正
予
算
が
緊
急
経
済
対
策
決
定
後
二
カ
月
半
も
お
く
れ
て
提

出
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
今
回
の
第
二
次
補
正
で
は
税
収
を
五
兆
五
千
億
円

減
額
し
て
い
る
が
、
前
年
度
決
算
額
に
比
べ
、
な
お
二
・
三
％
の
増
収
見
積

も
り
と
な
っ
て
い
る
。
不
況
の
長
期
化
の
中
で
過
大
見
積
も
り
で
は
な
い

か
。
政
府
は
景
気
の
現
状
と
先
行
き
を
ど
う
判
断
し
て
い
る
か
。
」
と
の
質

疑
が
あ
り
、
細
川
内
閣
総
理
大
臣
並
び
に
関
係
各
大
臣
及
び
日
本
銀
行
総
裁

か
ら
、
「
今
回
の
補
正
予
算
は
九
月
に
決
定
し
た
緊
急
経
済
対
策
の
財
政
面

か
ら
の
反
映
で
あ
る
が
、
冷
害
等
の
被
害
に
対
す
る
農
業
共
済
金
の
支
払
い

や
税
収
の
落
ち
込
み
に
つ
い
て
精
査
を
行
う
な
ど
鋭
意
作
業
を
行
っ
て
き
た

た
め
、
国
会
へ
の
提
出
が
十
一
月
三
十
日
に
な
っ
た
も
の
で
、
是
非
御
理
解

願
い
た
い
。
税
の
減
収
の
大
き
な
も
の
は
申
告
所
得
税
や
法
人
税
な
ど
の
直

接
税
で
あ
る
。
税
収
見
積
も
り
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
判
断
で
き
る
こ
れ

ま
で
の
課
税
実
績
と
各
種
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど
を
積
み
上
げ
て
見
積
も
っ

た
も
の
で
あ
る
。
」
、
さ
ら
に
景
気
に
関
し
、
「
現
在
の
景
気
は
き
わ
め
て

深
刻
な
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
依
然
と
し
て
回
復
の
兆

し
が
見
ら
れ
ず
、
個
人
消
費
や
設
備
投
資
の
低
迷
が
見
ら
れ
、
企
業
マ
イ
ン

ド
が
落
ち
込
ん
で
い
る
。
景
気
の
先
行
き
に
つ
い
て
、
回
復
の
道
筋
が
途
絶

え
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
住
宅
建
設
は
好
調
を
続
け
て
お
り
、

企
業
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
修
復
も
足
取
り
は
鈍
い
が
進
ん
で
い
る
。
今
後

は
本
補
正
予
算
の
成
立
で
景
気
を
下
支
え
し
、
公
定
歩
合
の
引
き
下
げ
に
伴

う
累
積
的
効
果
も
出
て
く
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
景
気
指
標
の
動
き
を
よ

く
見
き
わ
め
つ
つ
、
経
済
運
営
に
誤
り
な
き
を
期
し
た
い
。
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
け
る
コ
メ
の
調
整

案
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
「
政
府
は
こ
れ
ま
で
コ
メ
の
市
場
開
放
は
し
な

い
と
明
言
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
償
措
置
と
し
て
の
部
分
開
放
を



受
け
入
れ
た
こ
と
は
、
国
会
決
議
に
反
し
、
実
質
的
な
関
税
化
の
受
け
入
れ

で
公
約
違
反
で
は
な
い
か
。
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
細
川
内
閣
総
理
大
臣
並

び
に
関
係
各
大
臣
か
ら
、
「
政
府
と
し
て
は
、
百
十
六
カ
国
に
及
ぶ
難
し
い

多
国
間
交
渉
の
中
で
、
国
会
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
包
括
的
関
税
化
の
回

避
に
全
力
を
あ
げ
て
き
た
。
交
渉
の
結
果
は
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
が
義

務
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
、
包
括
的
関
税
化
を
回
避
で
き
て
、
我
が
国
の
主
張

が
相
当
程
度
反
映
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
主
張
が
一

〇
〇
％
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
点
は
誠
に
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。
今
後

は
、
大
変
な
試
練
を
乗
り
越
え
、
新
し
い
農
業
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て
行
く

よ
う
全
力
を
あ
げ
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
質
疑
は
こ
の
ほ
か
広
範
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に

よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　　

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
自
由
民
主
党
を
代
表
し

て
片
山
委
員
が
反
対
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
、
公
明
党
・
国
民
会

議
、
日
本
・
新
生
・
改
革
連
合
、
民
主
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
を
代
表

し
て
角
田
委
員
が
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
有
働
委
員
が
反
対
の
旨

そ
れ
ぞ
れ
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
平
成
五
年
度
補
正
予
算
（
第
２
号
）
三

案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




